
注意事項計算手順

◎入居後は、入居申込みを行った全員の住民票を直ちに入居した団地に異動してください。

入居後の諸注意

県営住宅は、入居者個人のものではなく、県が国の支援を得て建設した県民の皆様の大切な公共
財産です。そのため、入居の許可を受けた名義人が死亡、または離婚等により転出した場合、同居
の親族は原則として退去していただくこととなります。また、名義人が入居中であれば、名義を同
居の親族に変更することはできません。

◎県営住宅は賃貸形式の住宅団地であり、中層または高層の共同住宅等に多くのご家族が生活され
ています。皆さんに気持ちよく生活していただくため、次の禁止事項について厳守してください。
〇犬、猫、鳩、にわとり、オウム等、住宅に傷をつけたり、他人の迷惑になるおそれのある動物の飼育禁止

　　ただし、身体障がい者補助犬は除きます(事前に申請が必要です。)。
　〇住宅の用途以外の使用又は騒音等、他人に迷惑をかける行為等の禁止 ①入居しようとする家族全

員の過去１年間の所得を
合算する。

※  年間収入とは？→前年の給料・賃金・賞与・報酬及び時間外手当などの合計額で、所得税や社会
保険料などを差し引く前の額のことをいいます。ただし、通勤手当などの非課税部分は除きます。

※ 「収入」と「所得」の違いは？→給与所得者については、年間収入から給与所得控除額を控除し
たものが給与所得となります。給与所得控除額は、所得税法で定められており、年間収入の額に応
じて変動します。
　また、自営業の方は、総収入から必要経費を控除した残額が事業所得となります。
（必要経費は、所得税法で定められたものに限られます。）
※収入基準の判定について計算方法など、詳しくおたずねになりたいときはご連絡ください。

ア　中途就職者（令和2年1月2日以降に就職または転職）の年間収入計算方法
…前職の所得は除き、現在勤務している職場からの収入で次のとおり計算します。
ここで算出された「年間収入額」をもとに、15ページの「◆年間収入額から所得金額を
計算する方法」で所得金額を計算します。

イ　事業開始者（令和2年1月2日以降に事業または営業を開始）の年間所得計算方法
…前職の所得は除き、現在営んでいる事業等での収入で次のとおり計算します。

②①の額から所得控除額を
差し引く。

③②で求めた額を12で割る。
　　 →政令月収額

◎家賃について
〇家賃を滞納されると、明渡し請求等の法的措置の対象となる場合がありますので、家賃は期日
までに必ずお支払いください。

　〇家賃の額は毎年の収入申告に応じた額になります。病気にかかっているなど特別の事情がある
　場合には、家賃の減免措置がありますので、個別にご相談ください。

◎収入申告について
県営住宅では毎年収入申告書の提出が必要となります。提出されない場合や、住民票が団地に異
動していないことにより収入申告書を受付できないときは、最高額の家賃となりますので御注
意ください。

◎駐車場について
団地によっては駐車場が整備されておらず、駐車場がある団地でも全戸数分の駐車場があるとは
限りません(19～20ページ参照)。なお、駐車ができる場合でも原則一戸一台となっています。

◎浴槽・風呂釜について
団地によっては浴槽・風呂釜のない団地があり、入居者持込みとなります(19～20ページ参照)。

◎収入超過者について
県営住宅に3年以上入居し、認定された月収額が政令で定める基準(16ページ参照)を超える場
合は、県営住宅を明け渡していただく努力義務が課せられます。

◎高額所得者について
県営住宅に5年以上入居し、認定された月収額が2年続けて政令で定める基準(313，000円)を超
える場合は、県営住宅を明け渡さなければなりません。

入居しようとする世帯の政令月収額が、公営住宅法および熊本県営住宅条例に定める収入基準
の範囲内（16ページ参照）にあることが県営住宅入居申込みをするための資格として必要です。
入居しようとする家族全員の政令月収額は、おおむね次のように計算します。

◎暴力団排除について
　〇同居承認
　　新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居は認められません。
　〇入居承継(名義変更)
名義人の死亡・転出等により入居承継(名義変更)をしようとする者が暴力団員である場合は、
入居承継(名義変更)は認められません。

　〇明渡し請求
   　入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合には、住宅を明け渡さなければなりません。

7.収入基準の判定方法

〇パート・アルバイト・年金等の所得も全て合算します。
〇年の途中で転職等をした場合は、前の職による所得は除
    き、現在の職での収入を年間収入に再計算し直してから所
    得を算出します。（再計算の方法は別記「収入や所得の特殊
    な計算方法」を参照してください。）

〇1円未満は切り捨てます。

〇控除を受ける場合は、資格審査の際に添付書類の提出が必要となります。
　  （所得控除額については17ページを参照してください。）

収入や所得の特殊な計算方法

※上記ア、イはいずれも1か月未満の収入および月数は除いて計算します。

事業等を営んだ月数

勤　　続　　月　　数

総収入額－必要経費

収入金額－支払済賞与

×12

×12＋支払済賞与

年間所得額＝

年間収入額＝



60歳以上の

◆年間収入額から所得金額を計算する方法

◆年金受給者の年間所得金額の計算方法（遺族・障害・母子年金などの非課税年金は含みません）

60歳以上の

※ただし、川鶴団地、本山団地、二本木団地、サンシャイン水前寺、山の上団地については、政令月収額が
　114,000円以下（裁量階層は139,000円以下）でなければ入居申込み資格がありません。

年間収入金額 所得金額

　551,000円未満

　551,000円以上1,619,000円未満

1,619,000円以上1,620,000円未満

1,620,000円以上1,622,000円未満

1,622,000円以上1,624,000円未満

1,624,000円以上1,628,000円未満

1,628,000円以上1,804,000円未満

1,804,000円以上3,604,000円未満

3,604,000円以上6,600,000円未満

0円

年間の給与収入金額－550,000円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

1,074,000円

年間総収入額を4000で割りその答えの１円未満
を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の
(a) にあてはめてください

(a)× 0.6 ＋ 100,000 円

(a)× 0.7 －   80,000 円

(a)× 0.8 － 440,000 円

※なお、給与・年金両方の収入のある方は、別途100,000円を上限として、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から
　10万円を控除した残額が、所得金額調整控除として上表の計算による金額から控除されます。

受給者の年齢 公的年金等の年間総収入額 年間所得金額の計算

65歳以上

110万円以下 

110万円超　　330万円未満 

330万円以上　410万円未満 

410万円以上　770万円未満

  60万円以下 

  60万円超　　130万円未満 

130万円以上　410万円未満 

410万円以上　770万円未満

　0円

(年金の総収入額)－110万円

(年金の総収入額)×0.75－27万5千円

(年金の総収入額)×0.85－685,000円

　0円

(年金の総収入額)－60万円

(年金の総収入額)×0.75－27万5千円

(年金の総収入額)×0.85－685,000円

65歳未満



60歳以上の

◆年間収入額から所得金額を計算する方法

◆年金受給者の年間所得金額の計算方法（遺族・障害・母子年金などの非課税年金は含みません）
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65歳以上

110万円以下 

110万円超　　330万円未満 

330万円以上　410万円未満 

410万円以上　770万円未満

  60万円以下 

  60万円超　　130万円未満 

130万円以上　410万円未満 

410万円以上　770万円未満

　0円

(年金の総収入額)－110万円

(年金の総収入額)×0.75－27万5千円

(年金の総収入額)×0.85－685,000円

　0円

(年金の総収入額)－60万円

(年金の総収入額)×0.75－27万5千円

(年金の総収入額)×0.85－685,000円

65歳未満



とき
とき

とき
とき

とき
とき

とき

寡婦　　　　　　　　　　（　　　　　）円×　　　　人＝
（所得金額が27万円未満の場合はその所得金額、27万円以上の場合は27万円）

ひとり親　　　　　　　　（　　　　　）円×　　　　人＝
（所得金額が35万円未満の場合はその所得金額、35万円以上の場合は35万円）

基礎控除振替額　　　　　　（　　　　　  ）円×　　人＝
（1）給与所得を有する入居者又は同居者
（2）公的年金等に係る雑所得を有する入居者又は同居者
※1人につき10万円（その者の所得金額が10万円未満である場合には、当該合計額）

とき

※川鶴団地、本山団地、二本木団地、サンシャイン水前寺、山の上団地の収入基準は、一般階層は
　114,000円以下、裁量階層は139,000円以下です。

基礎控除振替額×2人（本人、妻）＝100,000円×2＝200,000円
基礎控除振替額×1人（本人）＝100,000円×1＝100,000円

基礎控除振替額×3人（本人、夫、子Ａ）＝100,000円×3＝300,000円

基礎控除振替額×2人（本人、妻）＝100,000円×2＝200,000円

ひとり親×1人（本人）　＝350,000円×1＝350,000円

 1,610,000円
 830,000円

（Ａ－Ｂ）÷12＝（2,925,200円－1,610,000円）÷12

（Ａ－Ｂ）÷12＝（2,976,800円－2,170,000円）÷12

（16歳以上23歳未満）＝250,000円×1人＝250,000円

（Ａ－Ｂ）÷12＝（2,680,000円－580,000円）÷12

109,600円

2,170,000円

580,000円

＝  　175,000円

≒　　67,233円

（Ａ－Ｂ）÷12＝（1,200,400円－830,000円）÷12

≒ 　　30,866円

※ひとり親控除あり
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